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「令和３年度食品安全委員会運営計画（案）」に関する意見・情報の 

募集結果について 

 

１．実施期間 令和３年２月２４日～令和３年３月２５日 

 

２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 

 

３．提出状況 ５通 

 

４．頂いた意見・情報及び食品安全委員会の回答 

 

 頂いた意見・情報※ 食品安全委員会の回答 

1 食品添加物、農薬、化学肥料、遺伝子組換

え、ゲノム編集など、不自然な食べ物がどん

どん増えています。そして NHKでも取り上げ

ていたようですが、その私たちの選択が気候

変動や自然災害、食糧難の危機として返って

きています。今までの『科学的根拠』を見直

すべきではないでしょうか。『ただちに影響

はない』『影響があるとは考えられない』と

いう根拠のない逃げ口上ではなく『安全であ

る』という科学的根拠のみで安全と結論づ

け、人体への複合的、長期的な影響や子孫へ

の影響など誰にもわからないことは分からな

いと示すことが『偽りのない根拠』だと思い

ます。また、御用学者や利害関係企業の研究

結果のみを周知させようとするのはやめてい

ただきたいです。2016年に日本政府は多国籍

企業や投資家の意見を聞いて政策をとると約

束しておりその通りに政策が進められていま

 食品安全委員会は、国民の健

康の保護が最も重要であるとい

う基本的認識の下、規制や指導

等のリスク管理を行う関係行政

機関から独立して、科学的知見

に基づき客観的かつ中立公正に

食品に含まれる可能性のある危

害要因が人の健康に与える影響

について食品健康影響評価を行

っています。 

 食品の安全については、食品

を摂取することによる国民の健

康への悪影響が未然に防止され

ることが必要です。食品安全委

員会は、このような考え方の下、

引き続き、その時点において到

達されている水準の科学的知見

に基づいて食品健康影響評価を
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す。国民の命や健康、未来の地球や子どもの

ことなど二の次でお気の毒ですが利権とご自

身の身を守ることで精一杯です。毎日のよう

に企業に政治が買われていることが報道され

『行政が歪められたことはない』と虚しい言

葉が繰り返されています。食については、予

防原則に則って進めていただきたいです。 

行ってまいります（食品安全基

本法第５条、第１１条第３項）。 

なお、農薬、遺伝子組換え食

品、添加物等の使用に関する御

意見は、リスク管理に関するも

のと考えられることから、厚生

労働省及び農林水産省へお伝え

します。 

2 未来を担う子どもたちに食べさせる食事、

給食は農薬や化学肥料を使わずに育てた安心

安全なものにしてほしいです。給食のパンの

小麦は 良質なものにしてほしいです。 

特に子どもたちの食べるものにはネオニコ

チノイドや除草剤は使用はしないように 農

薬の基準を世界基準で考えてください。添加

物においても 世界中で使用されていない添

加物を日本は 許可しているので、人体に影

響を及ぼす添加物の使用基準を厳しく見直し

てほしいです。 

身体に害のある遺伝子組換え作物やぶどう

果糖液糖、組換えコーンスターチ、デキスト

リンなどの沢山の添加物や遺伝子組換え作物

の使用を認めないでください。 

日本には 季節があり食物は旬のものもあ

り豊かです。昔から受け継がれてきた種や在

来種を守ってほしいです！ 

 

3 まず、海外 特にアメリカからの遺伝子組

み換え食品・ゲノム編集食品・各国で使用禁

止になっているグリホサートなどの毒性が強

い除草剤や、ネオニコなどの殺虫剤がたっぷ

り使われている食品の輸入を全面禁止にして

頂きたいです。 

又、同じく日本の農業においても農作物へ

のグリホサートやネオニコなど毒性が強い化

学農薬の取り扱いは EUのように禁止にして

下さい。 
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日本の未来を担う子供達を守る為に、日本

の学校給食で出される食物は、韓国の様に有

機・もしくは自然栽培のものを提供するよう

定めて下さい。それが無理なく持続的に続く

よう行政や国はしっかりと管理・保証して下

さい。 

４ ・リスクコミュニケーションで、農薬に重点

を置くとのことだが、その内容が「農薬は適

切に使用されており、残留農薬の上限基準は

100の安全係数で除しているので、まず人体

には影響ない」ということにならないように

お願いします。 

日本で使われ（残留が許容され）ている農薬

の成分数や種類数の多さ、世界各国との残留

農薬基準の比較も当然周知すべき。 

 

 

 

 

 

 

 

・企業からの申請に基づく評価は、申請から

１年以内にという目安だが、国民のリスク回

避のためには「１年以内に」という足かせは

無くし、期間短縮のために企業提出の検証結

果をうのみにする結果とならないよう、十分

注意すべき。疑義のあるものはきちんと精査

するということだが、疑義の起きないように

上手に検証結果を作り上げられていたら、ど

うするのか？  

 

 

 

 

 

食品安全委員会は、令和３年

度のリスクコミュニケーション

の重点テーマを「農薬」とし、科

学的知見に基づいて、中立、公正

な立場で行った残留農薬の食品

健康影響評価について、分かり

やすい説明に取り組んでまいり

ます。さらに、国民から信頼でき

る情報の入手先となるよう取り

組んでまいります。 

農薬の成分数、種類数や残留

農薬基準の設定に関しては、こ

れらのリスク管理を実施してい

る厚生労働省、農林水産省へお

伝えします。 

 

食品健康影響評価に使用する

資料については、国際機関の指

針等も参考にして、リスク管理

機関が法令等に基づき、試験成

績の信頼性が確保されたものの

提出を求めているものです。 

評価においては、原則として、

リスク管理機関から提出された

適切な資料を用いることとして

おり、食品安全委員会において

も、個別の試験結果について、試

験条件、試験結果等のデータの

科学的な信頼性を確認していま

す。また、必要な場合は追加の資
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・世界一の残留農薬、添加物、遺伝子組み換

え品容認国といわれるわが国で、それらの複

合影響を検証しないのはおかしな話。言い訳

として「国際機関でその必要はないといわれ

ている」とか「複合影響の検証方法が確立さ

れていない」とかいうのはやめて、「非自然

食品先進国」の日本が主導して検証方法を確

立するようお願いします。 

料提出や試験実施を求め、十分

な審議により評価を行っていま

す。 

 

現在、JECFA（FAO/WHO 合同食

品添加物専門家会議）や JMPR

（FAO/WHO 合同残留農薬専門家

会議）において、複数の化合物へ

のばく露に対するリスク評価手

法について検討することとされ

ていることから、食品安全委員

会においても、引き続き最新の

情報の収集と提供に努めてまい

ります。 

５① １．引き続きリスクコミュニケーションの充

実を図り、国民が食品安全委員会をより身近

に感じ、正しい情報を確実に得られるような

工夫を行ってください。 

【第６ リスクコミュニケーションの促進】

に関して 

2021 年度運営計画（案）では、引き続き戦

略的なリスクコミュニケーションが重点に挙

げられており、今年度のテーマが「農薬」と

示されました。この間、ネオニコチノイド系

農薬やグリホサートについて、国民の関心が

高まっている状況を踏まえ、整理された情報

が貴委員会から周知されることを期待しま

す。 

2020 年度に実施した意識調査の結果を受

け、対象者やニーズを踏まえた、より具体的

な対応策が示されました。これらは、消費者

の安全・安心な食生活を守る上で有益であ

り、当会は前向きに評価します。着実に実施

してください。 

一般消費者に対しては、目に留まりやすく、

専門的な知識がなくても理解できる伝え方や

食品安全委員会は、リスク評

価機関としての認知度を向上

し、食品安全に関する消費者の

合理的な意思決定に資するた

め、様々な媒体を活用したリス

クコニミュニケーションを実施

します。 

具体的には、令和２年度に実

施した「食品安全委員会が行う

リスクコミュニケーションに関

する意識調査」の報告を踏まえ、

例えばインターネットによる動

画の配信やオンラインセミナー

の開催など、一般消費者に一層

わかりやすい情報発信のあり方

や双方向のリスクコミュニケー

ションを目指します。 

さらにマスメディアとの関係

では、食品の安全に関する正し

い情報が発信されるよう、季節

性や話題性を踏まえつつテーマ
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見せ方の追求も重要です。文字情報ばかりで

なく、画像や動画を効果的に活用してくださ

い。また、ＳＮＳのアンケート機能を用いて

消費者の理解度を定期的に測定・分析するな

ど、消費者の「声」に耳を傾けながら、活発

な議論が生まれるよう、双方向のリスクコミ

ュニケーションを実現させてください。 

 消費者がリスクアナリシスの枠組みを理解

し、貴委員会の存在や役割を知るなどリスク

評価機関としての認知度が向上する施策を進

めてください。 

メディアに対して教育的要素を盛り込んだリ

スクコミュニケーションを積極的に実施して

ください。多くの消費者はメディアを通して

日々情報を得ていますが、必ずしも発信内容

が適正であるとは言えません。消費者が正し

く情報を理解できるよう、メディアへの周知

を行ってください。 

設定を行い、意見交換会等を実

施します。 

５② ２．過去に食品添加物に指定されたもののう

ち、安全性のデータが不十分な化学物質や、

新たな科学的知見を得た化学物質について、

迅速に再評価を行ってください。リスク管理

機関である厚生労働省と協議を行い、定期的

な再評価の仕組みや優先順位の設定などを検

討してください。 

【第３ 食品健康影響評価の実施 ３「自ら評

価」を行う案件の推進】に関して 

食品安全基本法が制定され、貴委員会が発足

して以降、食品添加物の指定に関して適切に

リスク評価が行われ、適正に管理されている

と考えます。しかし、同法制定以前から使用

が認められている指定添加物や既存添加物の

中には、安全性評価が不十分なものも存在し

ます。 

2021 年度から開始される農薬の再評価制度

のように、食品添加物についても国内外の最

 食品添加物の安全の確保につ

いては、食品添加物の基準や規

格を定めている厚生労働省にお

いて危害情報を収集・分析した

上で、リスク管理の在り方を検

討すべきものです。頂いた御意

見については、厚生労働省にお

伝えいたします。 

 厚生労働省が食品添加物の規

格・基準を設定・変更しようとす

る際には、食品安全委員会は科

学的な視点から食品健康影響評

価を行います。 
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新の科学的知見を収集し、定期的に優先順位

を設定したうえで、適切に評価するという一

連の仕組みの構築を厚生労働省と協議して検

討してください。 

５③ ３．整備されていない分野の健康影響評価ガ

イドラインを速やかに作成してください。 

【第３ 食品健康影響評価の実施 ２評価ガイ

ドラインの策定】に関して 

未策定の「アレルゲン」の評価ガイドライン

の策定を早急に進めてください。また 2021 

年度計画（案）に示されているように「添加

物」「微生物」「薬剤耐性菌」の評価ガイド

ラインの改訂の検討を着実に進めてくださ

い。 

アレルゲンを含む食品について

は、アレルゲンを含む食品に関

するワーキンググループ（以下

「WG」という。）での調査審議に

おいて、現在の状況では精緻な

リスク評価を行うには知見が不

十分であることが指摘されてい

ます。WGでは、今後、科学的知見

が揃い、複数の特定原材料の品

目について具体的な評価を行っ

た後に、評価指針策定の必要性・

妥当性を含め、改めて検討する

こととしています 。 

 なお、「添加物」「微生物」及

び「薬剤耐性菌」の評価ガイドラ

インについては、改訂の検討を

着実に行ってまいります。 

５④ ４．いわゆる「健康食品」を重点化し、周知

や理解促進に取り組んでください。 

【第１ 令和２年度における委員会の運営の

重点事項 （２）重点事項  ②リスクコミュ

ニケーションの戦略的な実施】に関して 

消費者の周りには、機能性表示食品をはじめ

とする多種多様な「健康食品」が存在し、気

軽に手にすることができます。近年、特定の

成分を濃縮したカプセル剤や飲料等、通常食

品では摂取しない形態や摂取方法による健康

被害が発生しています。 

一方で、消費者が「健康食品」の正しい使い

方やそのリスクについて、学ぶ機会はほとん

どありません。消費者はそれらを十分に理解

しないまま摂取し、健康被害が発生している

いわゆる「健康食品」について

は、2020 年度は新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、オ

ンラインで消費者団体の勉強会

や大学院に講師を派遣し、「いわ

ゆる『健康食品』に関する報告書

及びメッセージ」の解説を行っ

たほか、Facebook 等を通じて情

報提供を行いました。 

令和３年度においても、引き

続き積極的に「健康食品」に関す

る意見交換や情報提供を行って

まいります。 
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のが現状です。貴委員会が実施した一般消費

者などの国民に対する意識調査では、ハザー

ドごとの不安の程度・情報発信の必要性の 2 

項目において「健康食品」が上位に入ってい

ます。一つでも多くの健康被害を減らすた

め、情報発信の方法および内容の工夫や丁寧

なリスクコミュニケーションを行うべきで

す。 

特に「いわゆる『健康食品』に関する報告書

及びメッセージ」は、消費者にとって分かり

やすく有用な情報であり、広く周知されるべ

きです。この報告書やメッセージに関する冊

子や情報の認知度を向上し、消費者にとって

「あたりまえ」な知識となるような工夫を行

ってください。必要に応じて、厚労省、消費

者庁、地方自治体や消費者団体等と連携を図

り、重点的に進めてください。 

※頂いたものをそのまま掲載しています。 


